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１ 農村をめぐる事情
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１-（１） 人口減少社会

4

6















○過疎地域集落では、空き家の増加、耕作放棄地の増大、働き口の減少などの問題が発生。

資料：総務省「過疎地域等における集落の状況に関する現況把握調査報告書」(2020年3月公表）を基に農林水産省で作成

【集落で発生している課題（複数回答）】

人口減少の影響②
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集落としての一体感や連帯意識の低下

運動会や収穫祭など集落・地区で行ってきた行事の減少

伝統的祭事の衰退

冠婚葬祭等の日常生活扶助機能の低下

道路・農道・橋梁の維持が困難

医療提供体制の弱体化

小学校等の維持が困難

公共交通の利便性の低下
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（％）
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（第１回検討会資料より）
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〇 農業協同組合の出先機関（支所・出張所）は、 1998年（平成10年）～2017年（平成29年）の20
年間で半数近く減少。

農業協同組合出先機関の減少状況
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（箇所）

（出典）農林水産省「総合農協統計表」より作成

（第１回検討会資料より作成）
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中山間地域の役割

○ 中山間地域の人口は全国の約１割であるが、総土地面積の約７割、農業産出額と耕地面積の約４割を占め
るなど、我が国農業・農村の中で重要な役割を果たしている。

【参考】
農林統計に用いる農業地域類型（要約）

中間農業地域
平地農業地域と山間農業地域との中間的な地域であり、林野
率は主に50％～80％で、耕地は傾斜地が多い旧市区町村

山間農業地域 林野率が80％以上、かつ、耕地率が10％未満の旧市区町村

注１：DID（人口集中地区。Densely Inhabited District）：人口密度約4,000人／k
㎡以上の国勢調査基本単位区がいくつか隣接し、合わせて人口5,000人以上
を有する地域。

注２：旧市区町村：昭和25年２月１日時点の市区町村。

※「①人口」、「③耕地面積」､「⑦農業産出額」、「⑨第１次産業就業者数」の

中山間地域の値は、農林水産省地域振興課が独自に推計

資料：農林水産省｢2015年農林業センサス｣(組替集計)(②､④､⑤､⑥､⑧)

農林水産省「耕地及び作付面積統計」（③の全国の値）

農林水産省「生産農業所得統計」（⑦の全国の値）

総務省「平成27年国勢調査」（①、⑨）

中山間地域の主要指標（平成27年）

※※

※※

※ ※

1次産業

全産業
= 3.8%

1次産業

全産業
= 12.5%
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単位
全国
（A)

中山間地域
（B）

割合
（B/A）

①人口 万人 12,709 1,420 11.2%

②総土地面積 千ha 37,797 27,409 72.5%

③耕地面積 千ha 4,496 1,841 40.9%

④林野面積 千ha 24,802 21,742 87.7%

⑤総農家数 千戸 2,155 953 44.2%

⑥販売農家数 千戸 1,330 566 42.6%

⑦農業産出額 億円 88,631 36,138 40.3%

⑧農業集落数 集落 138,256 73,759 53.3%

2,222 861 38.6%

区分

⑨第1次産業
 就業者数

千人

※※

※※

※ ※

1次産業

全産業
= 3.8%

1次産業

全産業
= 12.5%
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１-（２） 田園回帰の高まり
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関係人口の定義

〇 「関係人口」とは、
・移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域と多様に関わる人々のこと。（総務省）

・地域に関わってくれる人口のこと。自分でお気に入りの地域に週末ごとに通ってくれたり、頻繁に通わなくて
も何らかの形でその地域を応援してくれるような人たち。（『ソトコト』編集長 指出一正氏）

【関係人口・交流人口・定住人口の関係図】

（出典）総務省関係人口ポータルサイト 21

（第１回検討会資料より）
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関係人口の実態

○ 三大都市圏の18歳以上の居住者（約4,678万人）のうち、約２割強（約1,080万人）が関係人口と
して、日常生活圏、通勤圏等以外の特定の地域を訪問している。

【三大都市圏居住者の日常生活圏、通勤圏以外の地域との関わりの状況】

○三大都市圏に居住する約３万人に対してイ
ンターネットアンケートを実施（18歳から99歳
の男女、28,466人が有効回答）
○ 調査対象地域の18歳以上の人口（約4,678

万人）に基づき、男女比率及び年齢構成を踏
まえて拡大推計を実施

推計の概要

【関係人口（訪問系）】

日常生活圏、通勤圏、業務上の支社・営業所訪
問等以外に定期的・継続的に関わりがある地域が
あり、かつ、訪問している人（地縁・血縁先の訪問
（帰省を含む）を主な目的としている人を除く）
【大分類〉‥地域における過ごし方に応じて分類
直接寄与型】

産業の創出、地域づくりプロジェクトの企画・運営、
協力、地域づくり・ボランティア活動への参加等
【就労型】

地域においてテレワーク及び副業の実施、地元
企業等における労働、農林水産業への従事
【参加・交流型】

地域の人との交流やイベント、体験プログラム等
に参加
【趣味・消費型】

地縁・血縁先以外で、地域での飲食や趣味活動
等を実施（他の活動をしていない）

用語の定義

（出典）国土交通省報道資料、「地域との関わりについてのアンケート」（国土交通省、令和元年9月実施）
（三大都市圏の関係人口、人数ベース）
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（第１回検討会資料より）
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関係人口の創出・拡大・関係の深化の事例

（出典）食料・農業・農村政策審議会企画部会提出資料（2019年12月9日）

（事例３）教育旅行の受入拡大
（沖縄県伊江村）

（事例２）棚田オーナーとの関係
の深化（福岡県うきは市）

○ 民家生活体験や島独自の漁業体
験プログラム等、伊江島の魅力ある体
験プログラムを開発し、旅行会社とも
連携した、農家・漁家民泊により、修
学旅行等の受入れを行っている。

○ 修学旅行後に受入家族との交流や
リピーターとして島を訪れる子供も多く、
島内で就職し、島に定住する者も出
てきている。

【これまでの実績】

・年間民泊受入人数
317人→44,370人

・年間受入学校数
3校→300校以上

・民泊受入家庭
22戸 →213戸

（平成15年度
→平成30年度実績）

食事づくりの体験プログラム

教育旅行の見送り

○ 福岡県うきは市葛篭集落では、棚田
オーナー制度に取り組んでおり、中山間
地域等直接支払を活用し、田植え・稲
刈りの農作業体験等を実施している。

○ これまでの交流活動が、地域住民と棚
田オーナー等との関係を深化させており、
平成24年７月九州北部豪雨で甚大
な被害が出た際には、棚田オーナー等
が被災農地等の復旧・保全作業等を
実施するなどの貢献を果たした。

つ づ ら

つづら棚田（棚田百選）

（出典）福岡県うきは市HPより

（事例１）「食べもの付きの情報誌」の発行
（東北地方各県）

○ NPO法人東北開墾は「東北食べる通信」を
発行し、生産者の人となりや仕事への思い入
れなどを食べものとセットで消費者に届けること
で、食べものづくりの背景や価値を伝え、生産
者との交流や直接会う機会も提供している。

○ さらに、個別の生産者を継続的に支えること
ができる「東北食べる通信CSA※サービス」を
提供するなど、生産者と消費者の距離を徐々
に縮めながら、都市と地方がかき混った新たな
コミュニティを生み出す仕組みを構築している。

※CSA＝Community Supported Agriculture（地域
支援型農業）

「東北食べる通信」
（出典）東北食べる通信HPより

23

（第１回検討会資料より）
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〇 自ら希望して農村に移住した者が移住する際、重視した条件のうち、「生活が維持できる仕事（収入）」を選択
した移住者の割合は、28.8％と最も高い。

〇 「生活が維持できる仕事（収入）」 を選択した移住者を年齢別に集計すると、60代以上を除き、10～50代の全
ての世代で重視する傾向がみられる。

（出典）総務省「第２回「田園回帰」に関する調査研究会資料」より作成（2018年1月）

農村への移住の条件

【農村へ移住する際重視した条件】 （複数選択可）

24

（％）

項目 割合(%)

1 生活が維持できる仕事（収入）があること 28.8

2
買い物や娯楽などの日常生活に必要なサービスや生活なサービスや生
活関連施設があること

19.2

3 病院や診療所、介護施設など医療・福祉の環境が整っていること 16.6

4 居住に必要な家屋や土地を安く入手できること 18.8

5 居住に必要な空き家や賃貸住宅の斡旋・仲介が受けられること 10.3

6 大がかりな改修等をしなくてもすぐに住める家があること 17.3

7 子育てに必要な保育・教育施設や環境が整っていること 14.4

8 バスや鉄道など生活していく上で必要な公共交通が確保されていること 8.1

9 都市部とのアクセスが確保されていること 5.9

10 文化イベントや趣味の場などが充実していること 5.9

11 移住に必要な費用の補助や奨励金などの自治体の支援があること 7.7

12 居住地の検討に必要な情報が入手できること 4.4

13
何年か行き来して知り合いができたり、生活していける目途が立っている
こと

11.8

14 移住に先立ち、色々なことを相談できるサポート体制が整っていること 2.6

15
本格的に移住する前に試しに移住体験ができるツアーや短期滞在制度が
あること

1.5

16 移住後の暮らしをサポートしてくれる相談体制が整っていること 4.1

17 移住先の地域に同世代の住民がいること 8.9

18 過去に大きな災害がなく、災害が少ない地域であること 10.3

19 その他 5.2

20 特になし 8.5

無回答 18.8

年齢別集計
（生活が維持できる仕事（収入）があること）

（N = 271）
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農業と様々な仕事を組み合わせた暮らしについてのアンケート調査

①農業以外の仕事に従事することについて、農業に従事する上でどのようなメリット又はデメリットにつながってい
ると感じていますか？(回答数115）

【主な意見（メリット）】収入の確保・安定化、他分野の情報入手、ネットワークの構築

【主な意見（デメリット）】農外の仕事と農作業とのスケジュール調整

27

回答者の意見の概要 年代・性別 居住地 年間所得（半農） 年間所得（半Ｘ）

○現金収入があることにより、農業が不振だった場合でも蓄えはある程度確保できる。 35歳男性 山間農業地
域

50～100万円 50～100万円

○農業経営に対する視野の広がりや、人脈などビジネスにつながるネットワークが作れ
るメリットが大きい。

36歳男性 都市的地域 150～200万円 ①700～1,000万円
②150～200万円

○六次産業化事業として進めることができる。 41歳男性 平地農業地
域

100～150万円 ①150～200万円
②15～50万円
③100～150万円
等

○農業は天候によって作業が左右されるが、天候によって会社を休むことはできないの
で、収穫時期を逃したり思うように農作業ができない場合がある。

55歳女性 都市的地域 15万円未満 300～400万円

○農業外の仕事の都合により、農作業の時間が短縮されることや、休日が少ないことは
デメリット。

31歳女性 中間農業地
域

200～300万円 150～200万円

○農業と仕事が重なる時期があるため、その時期のやりくりが大変。 35歳男性
（再掲）

山間農業地
域

50～100万円 50～100万円

29



農業と様々な仕事を組み合わせた暮らしについてのアンケート調査

③農業を含むマルチワークに関し、新たに改善や挑戦をしようと思っていること（回答数97）

【主な意見】効率化、事業拡大、６次産業化

28

回答者の意見の概要 年代・性別 居住地 年間所得（半農） 年間所得（半Ｘ）

○作業の機械化を積極的に行いたい。農地の規模拡大集積及び大区画化を進
めたい。

49歳男性 中間農業地
域

400～500万円 400～500万円

○農村独自の農村ブランド化で生鮮食品で外れた規格外品を商品化して収益
を上げる。農業資材などの卸業社と協力して農家に安定供給を図る。

24歳男性 中間農業地
域

０ 100～150万円

②マルチワークの１つとして農業を組み合わせることについて、どのような魅力を感じていますか？ (回答数110）

【主な意見】生活の充実、自給、地域や人との交流

回答者の意見の概要 年代・性別 居住地 年間所得（半農） 年間所得（半Ｘ）

○農業により得られる様々なメリット（食の自給による満足感，子どもへの教
育，人脈の広がり，リフレッシュ・リラックス・運動による精神的・身体的な
健康など）でＱＯＬが格段に向上する

39歳男性 都市的地域 15万円未満 400～500万円

○地域に暮らす上で、地域の方々と同じ目線や話題で語れるところに満足感を
感じる。あとは食べるもの（米）に困らないという安心感。同時に食べるもの
を作る充実感にもつながっていると思う。

47歳男性 中間農業地
域

15～50万円 ①50～100万円
②50～100万円

○自然に触れることによる生活の充実感が増したり、農業を通じた人との交流

などに魅力がある。「自分の農作物や加工品」を手土産などに出来ることも価

値が大きい。また、食への関心が高まることで健康についても意識が向くよう

になる

36歳男性 都市的地域 150～200万円 ①700～1,000万円
②150～200万円
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農業と様々な仕事を組み合わせた暮らしについてのアンケート調査

⑤農業を含むマルチワークに関心を持つ人の裾野の拡大や、実践者の支援のために必要な政策（回答数92）

【主な意見】農業参入への入口の拡大、実践者情報の充実、農業の技術指導、受入先への助成

29

回答者の意見の概要 年代・性別 居住地 年間所得（半農） 年間所得（半X）

○農業者の生活の実態が見えづらく、農業と関わりのない人たちが参入するための参
考情報が少なすぎる。また、マルチワーク前提で人を受け入れられる農業法人も少な
く、そうなると個人がリスクを取っての就農を果たす必要があるため、ハードルが上
がる。もっとカジュアルに農業参入できる仕組みが必要。

36歳男性 都市的地域 150～200万円 ①700～1,000万円
②150～200万円

○実践者の情報をみることができるサイトなどがあればよい。 30歳女性 中間農業地
域

100～150万円 100～150万円

○農業を追加する人、新たな取り組みする農業者。どちらも受け入れたり、指導して

くれる場があってのこと。受け入れる側にも助成金があればいいと思う。

47歳男性 都市的地域 1,000万円以上 15～50万円

④農業を含むマルチワークを行う上で、あるいは、新たな改善や挑戦を行おうとする上で、支障となっていること
や、環境として望んでいること（回答数97）

【主な意見（支障となっていること）】認定農業者でないと講習等が受けられない、農地の確保

回答者の意見の概要 年代・性別 居住地 年間所得（半農） 年間所得（半X）

○農業をより本格的に行いたいが、認定農業者でないと受けれない講習などがたくさ
んあり、ステップアップができない。

34歳男性 中間農業地
域

15～50万円 ①400～500万円
②400～500万円
③15～50万円

○農業経営を拡大しようとする時に、条件の合う農地を見つけることが難しい。 36歳男性 都市的地域 150～200万円 ①700～1,000万円
②150～200万円

○マルチワークから徐々に農業に本格参入するモデルを新たに示していただけるとあ
りがたい。

34歳男性
（再掲）

中間農業地
域

15～50万円 ①400～500万円
②400～500万円
③15～50万円

○もっと農地の賃借・売買のハードルを下げる（情報量の増加や手続の簡素化）こと
はできないか。

36歳男性
（再掲）

都市的地域 150～200万円 ①700～1,000万円
②150～200万円

【主な意見（望んでいること）】マルチワークから本格参入するモデル、農地の貸借・売買の円滑化

31



農業と様々な仕事を組み合わせた暮らしについてのアンケート調査

⑦その他の御意見

【主な意見】農業が赤字、農業参入の労力やリスクが収入に見合わない、個人生産者にとって販売が支障

30

回答者の意見の例 年代・性別 居住地 年間所得（半農） 年間所得（半X）

○そもそも農業が赤字なので他の仕事をしないと成り立たない。 42歳男性 中間農業地
域

15万円未満 ①200～300万円
②15～50万円

○魅力的な仕事なので本当はもう少し農業に時間を割きたいが、あまりに時
間と収入、リスクのバランスが合わないので、農業に割く時間が増やせない。

36歳男性 中間農業地
域

15～50万円 ①100～150万円
②100～150万円
③50～100万円他

○農業者に準ずるような制度があれば、ちょっとやってみたいと思っている
人は、挑戦すると思う。脱サラして最初からリスクを負うやり方以外の方法
を、もっと法整備から考えてみてほしい。

40歳女性 都市的地域 ０ ①200～300万円
②15万円未満

○農産物の販売が個人生産者にとっては支障となる。インターネット販売が

容易に開始できるような環境整備があれば良い。

53歳男性 平地農業地
域

50～100万円 500～700万円

⑥「農業を含むマルチワーク」について、どのような愛称をつけたいと思うか

【主な意見】○フリースタイルアグリ
○お百姓（２件）
○プラスワン農業
○農マルワーク
○農and fan
○マルチ農民
○マルチアグリ（２件）
○マルチファーマー（２件）
○半農半Ｘ（４件）
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１-（３） 新型コロナウイルスの影響
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コロナ禍におけるテレワークの利用状況①（業種・雇用形態・地域別）

〇 テレワークの実施率は、業種別、雇用形態別、地域別で大きく異なる。

◆質問：今回の感染症の影響下において、経験した働き方を全て回答してください。

回答者割合
テレワーク

（ほぼ100％）
テレワーク中心

（50％以上）

定期的にテレワーク
（出勤中心：
50％以上）

基本的に出勤
（不定期にテレワーク）

週４日、週３日などの
勤務日制限

時差出勤やフレックスタ
イムによる勤務

特別休暇取得など
による勤務時間縮減

その他 いずれも実施していない

全体 10.5% 11.0% 6.9% 6.1% 11.2% 9.3% 12.6% 3.5% 41.0%

（出典）内閣府「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」（令和２年６月２１日）資料 35
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コロナ禍におけるテレワークの利用状況②（テレワーク継続の意向と課題）

〇 今後、新型コロナウイルス禍が終息した後も、テレワークを希望する割合は、増加傾向にある。

（出典）日本生産性本部「第２回働く人の意識に関する調査 調査結果レポート」

■今後コロナ禍が終息した場合のテレワーク利用の希望について

36

38



コロナ禍におけるテレワークの利用状況③（テレワークによる意識変化）

〇 テレワーク経験者は、ワークライフバランス、地方移住、職業選択・副業等に関する意識が変化した割合が高
い。

◆質問：今回の感染症拡大前に比べて、ご自身の「仕事と生活のどちらを重視したいか」という意識に変化はありましたか。

◆質問：今回の感染症の影響下において、地方移住への関心に変化はありましたか。

◆質問：今回の感染症拡大前に比べて、職業選択、副業等の希望は変化しましたか。

（出典）内閣府「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」（令和２年６月２１日）資料
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ワーケーション拡大に向けた取組

〇 コロナの影響を受け、農泊、森林サービス、国立・国定公園等を活用し、各省がワーケーション拡大に向けた
施策を推進。

【農泊によるワーケーションの推進（農林水産省）】

【国立・国定公園、温泉地でのワーケーションの推進（環境省）】

【森林サービス産業によるワーケーションの推進（林野庁）】

長野県信濃町での取組事例
森林セラピーなどを取り入れたプログラム等により、「働き方改革」
などの企業の経営課題解決を支援する貸切型のリモートワーク施設
（施設名：ノマドワークセンター）が２０１９年５月にオープン

画像引用元：「信濃町ノマドワークセンター」公式サイト

①キャンプ場でのワーケーションの実施

キャンプ場でのワーケーション 子供向けプログラム

②旅館等でのワーケーションの実施

鉄輪温泉
（別府市）南紀白浜（白浜町）

鳴子温泉郷
（大崎市）

◆国立・国定公園、国民保養温泉地のキャンプ場・旅館・ホテル等の事業者、DMO、地域協議会等に対し、以下について支援する。
①ワーケーションツアー等の企画、実施 ②子供向けプログラムの企画・実施
③プロモーションの実施 ④ワーケーションのためのWi-Fi等の環境整備

農泊地域におけるワーケーション事例＜蔵王農泊振興協議会（宮城県蔵王町）＞

・1棟貸し宿泊施設は、無線LANを完備し、ワーケーションに適した宿泊施設。
・コロナ禍の状況の中で、これまでワーケーション目的で6組を受入。(R2年4月～R2年8月）
・宿泊者は、長期滞在し、レジャーを楽しみつつ、リモートワークを実施。

外観 内装（仕事場）
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２ 検討課題
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検討事項２：政府全体で施策が十分に講じられていない課題への対応策の検討

○ 農村の振興のためには、集落（あるいはそれ以上の括り）の活性化が基本であるが、集落が抱える課題は、一律一

様ではないため、農村の実態や要望を現場に出向いて直接把握し、課題の解決を図ることが必要。

○ こうした取組は、本来的には市町村が主体的に実施すべき事項と考えられるが、体制の脆弱化等により集落が抱え

る課題が十分に把握されておらず、解決に向けた取組も行われていないおそれ。

○ こうした問題意識を踏まえ、

① 農村の実態・要望の把握、把握した内容の調査・分析、課題解決を一貫して実践する人材※を育成する仕組み、

※ 市町村に加え、都道府県、地域運営組織、農業協同組合、公民館等の地域づくりに取り組む団体・施設の職

員等を想定

② 地方農政局や各県拠点の職員が、関係府省の地方組織や本省とも連携し、市町村や都道府県の職員とともに

集落に出向きつつ、集落の実態・要望を把握し、把握した内容を調査・分析した上で、課題解決に向けてフォローする

ことにより、こうした取組を実施する体制づくりや①の仕組みの活用を市町村や都道府県に促す仕組み、

を構築することを検討してはどうか。

○ また、こうした仕組みの実践等の中で、既存の施策では解決が困難な課題が抽出された場合には、関係府省で連

携して新たな施策を企画・立案していくこととしてはどうか。

検討事項（案）

検討事項１：農村の実態・要望を把握し、課題解決につなげていく仕組みの構築

○ 農村を舞台として、複合経営等の多様な農業経営、農村発イノベーション※をはじめとした地域資源の高付加価値

化等の取組を様々に組み合わせ、所得と雇用機会を確保するとともに、「半農半Ｘ」などの魅力的かつ多様なライフス

タイルを実現するための関係府省で連携した支援方策について検討してはどうか。

※ 活用可能な農村の地域資源を発掘し、磨き上げた上で、これまでにない他分野と組み合わせる取組

○ 同時に、様々なきっかけを通じて地域への関心や関わりを持った者（関係人口）が、農業や農村への関心や関わりを段階

的に深め、援農・就農等にもつなげていくための関係府省で連携した支援方策について検討してはどうか。 45

（第１回検討会資料より）
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１．農村における所得と雇用機会の確保に向けた基本的考え方（案）

（１）農村、特に中山間地域等においては、人口減少・高齢化等が深刻化しており、地域社会の維持が困難になることが懸念。

（２）また、農業の担い手不足が深刻化しており、農村、特に中山間地域等においては、農業をはじめとする地域資源を活かした
産業が基幹産業となっていることが多いことから、本格的な営農に限らない多様な形で農に関わる個人や事業体の取組を推進
し、農業・農村の支え手の裾野を拡大していくことが喫緊の課題。

（３）さらに、農地は、一度荒廃すると復旧に多大なコストを要することから、農地を保全していくことも、喫緊の課題。

（１）以上のような課題に対処するためには、本格的な営農に限らない多様な形で
農に関わる個人や事業体について、
① 農業所得の安定・向上
② ①のみでは所得が不十分な個人や事業体による所得確保の手段の多角化
を支援することが必要ではないか。

（２）具体的には、
・(1)①に関しては、大規模な専業農業経営だけでなく、
小規模な個人や事業体の農業への参入や農業所得の安定・向上に向けた支援策を講ずる必要があるのではないか。

・(1)②に関しては、特に、中山間地域等においては、まとまった土地が確保できない、市場からの距離が離れている等の条件
不利性から、平地と同様の雇用促進策を講ずることが困難である一方で、豊かな自然や景観などの様々な地域資源が存
することから、農泊、ジビエの利活用などの農村発イノベーション（活用可能な地域資源を発掘し、磨き上げた上で、他分野
と組み合わせる取組）による事業の創出活動を行う個人や事業体を支援する必要があるのではないか。

（３）特に、ポストコロナ時代において、都市から農村への人の流れを加速化させるためには、安心して農村で働き、生活することが
できる受け皿となるような、農業経営と農村発イノベーションによる事業の創出活動に地域の核となって取り組む事業体を育成
する必要があるのではないか。

背景・課題

検討の方向性（案）

①
の
支
援

農業所得（林業所得を含む）

十分な所得

農外所得

②
の
支
援

（１）

（１）
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２-（１） 複合経営等による農業所得の安定・向上
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検討の方向性①（案）

① 大規模な専業農業経営だけでなく、小規模な個人や事業体の農業への参入や農業所得の安定・向

上に向けた支援策を講ずる必要があるのではないか。

② 特に、中山間地域等においては、まとまった土地が確保できない、市場からの距離が離れている等の条

件不利性から、平地と同様の雇用促進策を講ずることが困難である一方で、豊かな自然や景観などの

様々な地域資源が存することから、農泊、ジビエの利活用などの農村発イノベーション（活用可能な地

域資源を発掘し、磨き上げた上で、他分野と組み合わせる取組）による事業の創出活動を行う個人や

事業体を支援する必要があるのではないか。

③ 特に、ポストコロナ時代において、都市から農村への人の流れを加速化させるためには、安心して農村で

働き、生活することができる受け皿となるような、農業経営と農村発イノベーションによる事業の創出活動

に地域の核となって取り組む事業体を育成する必要があるのではないか。

農業所得（林業所得を含む）

十分な所得

農外所得

②
の
支
援

①
の
支
援
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（参考）本格的営農でない農への関わりに対する地方自治体の支援例

本格的営農でない農への関わり
の支援施策例

概要

半農半Ｘ支援事業（島根県） ○兼業収入等を加えた「半農半Ｘ」型の就農に対して、移住から定住までの各段階において
総合的な支援を行い、就農希望者の農村への定住促進と、県内農業・農村の担い手の育成・
確保をめざす。
○市町村が「半農半Ｘ定住モデル」を作成し、併せて「半農半Ｘ実践者」を認定。
○半農半Ｘ実践者が就農前に行う農業研修期間中の経費を助成。
○半農半Ｘ実践者の定住・就農開始後の経費を助成。

農ある暮らし入門研修（長野県） ○農業や自然を身近に触れ合う「田舎暮らし」や、「農ある暮らし」への志向が高まる中、
農業に興味を持ち、将来長野県内へ移住を希望する方や、移住した方等を対象とした農業に
親しむ体験型研修を実施。
○対象者：移住希望者、移住者、定年退職者など
○研修内容
・農業の基礎の座学や実習及び田舎で暮らすための現地視察
・実習：農具の使い方、種まきから収穫まで、野菜、水稲、果樹、花き等の栽培技術の基
礎等について実習を通じて学ぶ

・座学：農業や田舎で暮らすための基礎知識について学ぶ
・視察：Ｉターン農家や先輩移住者の体験談を学ぶ
・その他：就農についての個別相談を実施
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○ 地方自治体では、国の施策では対象とならない、本格的営農でない農への関わりについて、単独事業で支
援している例がある。
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２-（２） 農村発イノベーションの推進
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検討の方向性②（案）

① 大規模な専業農業経営だけでなく、小規模な個人や事業体の農業への参入や農業所得の安定・向

上に向けた支援策を講ずる必要があるのではないか。

② 特に、中山間地域等においては、まとまった土地が確保できない、市場からの距離が離れている等の条

件不利性から、平地と同様の雇用促進策を講ずることが困難である一方で、豊かな自然や景観などの

様々な地域資源が存することから、農泊、ジビエの利活用などの農村発イノベーション（活用可能な地

域資源を発掘し、磨き上げた上で、他分野と組み合わせる取組）による事業の創出活動を行う個人や

事業体を支援する必要があるのではないか。

③ 特に、ポストコロナ時代において、都市から農村への人の流れを加速化させるためには、安心して農村で

働き、生活することができる受け皿となるような、農業経営と農村発イノベーションによる事業の創出活動

に地域の核となって取り組む事業体を育成する必要があるのではないか。

農業所得（林業所得を含む）

十分な所得

農外所得

①
の
支
援

②
の
支
援
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２-（３） 農業経営と農村発イノベーション
に取り組む事業体
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検討の方向性③（案）

① 大規模な専業農業経営だけでなく、小規模な個人や事業体の農業への参入や農業所得の安定・向

上に向けた支援策を講ずる必要があるのではないか。

② 特に、中山間地域等においては、まとまった土地が確保できない、市場からの距離が離れている等の条

件不利性から、平地と同様の雇用促進策を講ずることが困難である一方で、豊かな自然や景観などの

様々な地域資源が存することから、農泊、ジビエの利活用などの農村発イノベーション（活用可能な地

域資源を発掘し、磨き上げた上で、他分野と組み合わせる取組）による事業の創出活動を行う個人や

事業体を支援する必要があるのではないか。

③ 特に、ポストコロナ時代において、都市から農村への人の流れを加速化させるためには、安心して農村で

働き、生活することができる受け皿となるような、農業経営と農村発イノベーションによる事業の創出活動

に地域の核となって取り組む事業体を育成する必要があるのではないか。
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（参考） 新たな食料・農業・農村基本計画
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〈食料・農業・農村基本計画（令和２年３月３１日閣議決定）（抜粋）〉

（１）地域資源を活用した所得と雇用機会の確保
① 中山間地域等の特性を活かした複合経営等の多様な農業経営の推進

（略）地形による制約等不利な生産条件を有する一方で、清らかな水、冷涼な気候等を活かした農作物の生産が可能である点を活かし、中山間地域
等直接支払制度により生産条件に関する不利を補正しつつ、地域特性を活かした作物や現場ニーズに対応した技術の導入を推進するとともに、米、
野菜及び果樹等の作物の栽培や畜産、林業も含めた多様な経営の組合せにより所得を確保する複合経営モデルを提示する。（略）

② 地域資源の発掘・磨き上げと他分野との組合せ等を通じた所得と雇用機会の確保
ア 農村発イノベーションをはじめとした地域資源の高付加価値化の推進

農村を舞台として新たな価値を創出し、所得と雇用機会の確保を図るため、「農村発イノベーション」（活用 可能な農村の地域資源を発掘
し、磨き上げた上で、これまでにない他分野と組み合わせる取組）が進むよう、農村で活動する起業者等が情報交換を通じてビジネスプランを磨
き上げることができるプラットフォームの運営など、多様な人材が農村の地域資源を活用して新たな事業に取り組みやすい環境の整備などにより、
現場の創意工夫を促す。（略）

さらに、現場発の新たな取組を抽出しつつ、複合経営等の多様な農業経営、農村発イノベーションをはじめとした地域資源の高付加価値化等
の取組を様々に組み合わせて所得と雇用機会を確保するモデルを提示し、全国で応用できるよう積極的に情報提供する。

（３）農村を支える新たな動きや活力の創出
① 地域を支える体制及び人材づくり
ア 地域運営組織の形成等を通じた地域を持続的に支える体制づくり

地域を維持していくためには、リーダーの世代交代等に関係なく地域を持続的に支えることができる体制を維持・構築することが重要である。こ
のため、中山間地域等において、「小さな拠点」の形成と併せて、農業協同組合などの多様な組織による地域づくりの取組を推進するとともに、生活
サービスの維持・確保、仕事・収入の確保等の地域課題の解決に取り組む地域運営組織等の地域づくり団体の設立や集落協定の広域化等を推進する。
体制の構築に当たっては、集落営農等の活動を地域づくりなどの分野に多角化していくことや、地域運営組織等の活動を農地の利用及び管理などに広
げていくことに対する支援の在り方を示す。

ウ 関係人口の創出・拡大や関係の深化を通じた地域の支えとなる人材の裾野の拡大
関係人口の創出・拡大や関係の深化を通じて地域の支えとなる人材の裾野の拡大を図るため、体験農園、農泊、ふるさと納税等の様々なきっかけ

を通じて地域への関心や関わりを持った者が、関心や関わりを段階的に深め、地域活動への参画や援農・就農等に効果的につなげていくための仕組み
を具体化する。（略）

② 農村の魅力の発信
ア 副業・兼業などの多様なライフスタイルの提示

農村で副業・兼業などの多様なライフスタイルを実現するための、農業と他の仕事を組み合わせた働き方である「半農半Ｘ」やデュアルライ
フ（二地域居住）を実践する者等を増加させるための方策や、本格的な営農に限らない多様な農への関わりへの支援体制の在り方を示す。（略）

第３ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
３．農村の振興に関する施策
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（第１回検討会資料より作成）
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